
Ⅰ センターの運営状況

１ 事業会計の運営状況

「経常収益」の中の「事業収益」では、調査測量設計積算業務受託事業収益

46,679,600円、業務指導等受託事業収益31,295,916円、調査測量設計積算業務

受託事業収益(市町村)90,014,100円、監督補助等業務受託事業収益14,300,000

円、県営４公園指定管理料事業収益184,719,700円、自主事業収益50,000円、

下水道事業市町村支援業務事業収益13,011,900円、１級土木施工管理技術検定

試験受託収益1,815,000円、研修手数料事業収益124,624円、下水道手数料事業

収益1,069,000円、下水道指定管理料事業収益207,162,856円、雑収益の部の

10,149,231円、基本財産運用益31,950円、特定資産運用益129,110円を合わせ、

経常収益の合計は600,552,987円となりました。

一方、経常費用として596,044,993円を支出しました。

この結果、当期経常増減額は4,507,994円となり、経常外費用と、法人税、

事業税及び住民税835,000円を差し引いた、当期一般正味財産増減額は、

3,672,993円となりました。この額に一般正味財産期首残高432,145,421円及び、

指定正味財産期末残高35,500,000円を加えた、正味財産期末残高は471,318,414

円となりました。

２ 理事会及び評議員会の開催

（１）理事会

①臨時理事会

日 時：令和４年４月１日 書面決議

議 題：第１号議案 臨時評議員会の開催

第２号議案 第３号議案において提案する理事の選任

第３号議案 理事の選任

理事：（辞任）久米正浩・浜原宏一

（選任）旭 仁史・三栖信征

②臨時理事会

日 時：令和４年４月１日 書面決議

議 題：第１号議案 常務理事の選定（旭仁史）

③第９９回理事会

日時場所：令和４年５月１６日 １０時５０分～

徳島県健康科学総合センター大会議室

出席者 ：理事５名、監事２名



議 題 ：第１号議案 令和３年度事業報告

第２号議案 令和３年度決算

第３号議案 令和４年度収支予算の補正

第４号議案 評議員会の開催

報告事項 職務執行状況報告

④臨時理事会

日 時：令和４年７月２９日 書面決議

議 題：第１号議案 臨時評議員会の開催

第２号議案 第３号議案において提案する評議員の選任

第３号議案 評議員の選任

評議員：（辞任）貫名功二

（選任）松野秀生

⑤臨時理事会

日 時：令和５年１月４日 書面決議

議 題：第１号議案 臨時評議員会の開催

第２号議案 第３号議案において提案する理事の選任

第３号議案 理事の選任

理事：（辞任）原 一郎

（選任）武市修一

⑥臨時理事会

日 時：令和５年１月４日 書面決議

議 題：第１号議案 代表理事の選定（武市修一）

⑦第１００回理事会

日時場所：令和５年３月１６日 １０時５２分～

徳島県健康科学総合センター大会議室

出席者：理事６名、監事２名

議 題：第１号議案 令和４年度収支予算の補正

第２号議案 令和５年度事業計画

第３号議案 令和５年度収支予算

第４号議案 特定費用準備資金「施設・設備修繕等資金」の設定

報告事項 職務執行状況報告



（２）評議員会

①臨時評議員会

日 時：令和４年４月１日 書面決議

議 題：決議事項 理事の選任

理事：（辞任）久米正浩・浜原宏一

（選任）旭仁史・三栖信征

②第２５回評議員会

日時場所：令和４年６月６日 １０時５０分～ アスティとくしま第１会議室

出席者：評議員６名、監事２名

議 題：承認事項 令和３年度決算

報告事項 令和４年度事業計画

令和４年度収支予算

③臨時評議員会

日 時：令和４年８月１日 書面決議

議 題：決議事項 評議員の選任

評義員：（辞任）貫名功二、（選任）松野秀生

④臨時評議員会

日 時：令和５年１月４日 書面決議

議 題：決議事項 理事の選任

理事：（辞任）原一郎、（選任）武市修一

３ 監査の実施

○ 令和４年５月１２日、令和３年度決算について監事による監査を受け、

監査の結果、「会計証拠書類、帳簿等及び業務内容について、適正である

と認められる」との報告を受けました。

なお、令和４年度決算における監査については、令和５年５月１２日に

監査を受け、同様に適正である旨の報告を受けています。
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Ⅱ 各事業報告

公益目的事業

１ 技術支援事業

(1) 建設事業等に関する発注者支援業務

県及び市町村等の建設事業等に係る測量、設計、積算、監督補助業

務を受託し適切に実施しました。

上板町、神山町及び海陽町から、橋梁点検業務及びその発注関係事

務を受託し、日常巡視点検等について、提案や助言をするとともに、

「健全性診断会議」等を開催し、橋梁の健全性診断等について支援を

行いました。

上板町受託契約：橋梁数６３橋、神山町受託契約：橋梁数８５橋

海陽町受託契約：橋梁数５６橋

また、海陽町から橋梁修繕詳細設計委託業務を受託し、技術支援を

行いました。

(2) 下水道事業市町村支援業務

鳴門市・板野町から下水道の普及及び環境啓発活動を推進するため

の地域住民サポート事業を受託し適切に実施しました。

（3）デジタル橋の博物館の推進

県と協力し、ＶＲ等を活用した臨場感豊かな３Ｄ画像を製作する取

組みを推進しました。

２ 人材育成事業

(1) １級土木施工管理技術検定試験受験準備講習会

１級土木施工管理技術検定試験受験準備講習会（第１次検定）を開

催しました。

実施日 令和４年６月６日から９日 参加者３７名

１級土木施工管理技術検定試験受験準備講習会（第２次検定）を開

催しました。

実施日 令和４年９月５日、１２日 参加者３５名

(2) 研修

ア 県職員新規採用・新任土木技術職員研修を実施しました。

実施日 令和４年６月３日 参加者２０名

イ 徳島県土木技術・業務発表会を開催しました。

実施日 令和４年１１月１０日 参加者１１８名

ウ i-Construction技術講習会と現場講習会を開催しました。

実施日 令和４年１１月１４日,１２月２１日,２２日

令和５年２月１日 参加者６３名
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(3) 講師派遣

ア ２級土木施工管理技術検定試験受験準備講習会に講師を

派遣しました。

実施日 令和４年９月７日から９日 参加者５３名

(4) 下水道排水設備工事責任技術者試験受験講習会、試験の実施

及び更新講習の実施並びに登録

ア 下水道排水設備工事責任技術者試験受験講習会を開催しました。

実施日 令和４年９月３０日 参加者１７名

イ 下水道排水設備工事責任技術者試験の実施

実施日 令和４年１０月３０日 参加者１５名

ウ 下水道排水設備工事責任技術者更新講習

実施日 令和４年１１月２０日 参加者８６名

エ 下水道排水設備工事責任技術者追加更新講習

実施日 令和４年１２月１９日 参加者２名

３ 災害対応事業

(1) 災害復旧事業技術講習会

ア 災害復旧事業講習会を開催しました。

実施日 令和４年６月７日 参加者６１名

イ 徳島県災害復旧事業技術講習会を開催しました。

実施日 令和４年７月２２日 参加者１３０名

(2) 被災宅地危険度判定士育成研修会

被災宅地危険度判定士育成研修会を開催し、被災宅地危険度判定士

の育成を行いました。

実施日 令和４年１２月１４日，１５日 参加者２４名

(3) 徳島県防災エキスパート

防災エキスパート研修会の実施や防災エキスパートの登録を受け付

け、発災時の活動に備えた各種防災訓練への参加要請を行い、活動支

援として傷害保険料を負担しました。

（活動状況）

県･総合防災訓練 令和４年 ９月 １日 参加者 ２名

防災エキスパート研修会 令和４年１１月 ４日 参加者４１名

県･災害図上訓練 令和５年 １月１７日 参加者 ８名

(4) 徳島県建設業ＢＣＰ認定事務

南海トラフ巨大地震の発生に備え、審査会事務局として、建設業者

各々において災害時の事業継続計画（建設業ＢＣＰ）策定促進を図り、

令和４年度には、９件の認定を行いました。



- 7 -

４ 公園管理事業

(1) 施設の管理運営方針

「進化する公園、美観・健康・交流を目指して」をテーマに、公園

管理のプロとして、利用者満足度の向上と管理コストの削減を図り、

自主事業の実施など公園の活性化に努めました。

(2) 利用者ニーズの把握・分析と利用促進

アンケート、聞き取り等により利用者ニーズ等を把握し、「公園管

理運営改善委員会」で評価・分析し、「利用者満足度の向上」に繋げ

てきました。

また、テニスラケットやボールの無料貸出しを行うとともに、イベ

ント情報をホームページで発信するなど、利用促進に努めました。

(3) 自主事業

基金の運用益を活用して、シーグラスを使った工作教室、ネイチャ

ーゲーム大会、愛犬しつけ方教室、花いっぱい活動、迎春の寄植作り

寄植教室、野鳥観察会、等を実施しました。

（4）適正な維持管理

「利用者」「専門家」「職員」３つの目で安全安心の徹底と快適性

の向上を図り、日常の巡視による異常・損傷等の早期発見、小修繕の

即日対応等、遊具施設の計画的・効率的な修繕を実施し、快適な空間

の維持保全に努めました。

(5) 地域との連携

「地域連絡協議会」での意見交換や情報収集、ボランティア団体、

社会福祉法人や地域住民、地元企業との連携による維持管理、近隣小

学校と連携した花壇の整備を実施しました。

(6) 地域への貢献

委託業務は、県内企業優先発注とし、県産材、県産製品等を優先使

用するほか、シルバー人材センター、障害者自立支援施設等の社会福

祉法人、ＮＰＯ法人や地域住民等への委託、徳島保護観察所による社

会貢献活動に対する協力など地域の様々な組織と連携した活動を実施

しました。

(7) 安全管理

日常巡視による事故防止対策と安全指導の実施、「災害等対応マニ

ュアル」に基づく初動対応訓練を行うなど、安全管理に努めました。



- 8 -

５ 下水道管理事業

(1) 施設の管理運営方針

下水道施設は必要不可欠な社会基盤であり、流入する汚水を規定され

た水質基準となるよう処理し、放流するとともに、その過程で発生する

汚泥を適正に処分する必要があります。このため、施設特性や地域特性

等を踏まえ、効果的かつ効率的な運転を基本方針に、管理運営を行って

おります。

(2）旧吉野川浄化センターの運転管理業務等

ア 運転操作監視業務

適正な運転となるよう浄化施設の運転管理業務にあたるとともに、

機械設備及び電機設備の異常や故障発生時の原因調査及び応急措置等

を行いました。

イ 点検業務

機械設備及び電機設備の正常な運転を確保するため、日常点検、定

期点検、臨時点検を実施することにより、適切な水処理を行いました。

ウ 水質管理業務

日々の水質試験を県内専門業者に委託し、日常的な監視体制を敷く

とともに、県への報告・協議を行い、適切な放流水質を確保しました。

エ 下水汚泥等の処分業務

脱水汚泥等の産業廃棄物運搬・処分を県内の許可業者に委託すると

ともに、管理表の作成や成分分析、データ整理を行う等、適正な処分

を行いました。

オ 栄養塩管理運転の実施

徳島県との協議書に基づき、海域への栄養塩の供給を増やすことを

目的に、令和４年１０月から令和５年３月まで、放流水の全窒素濃度

を増加させる栄養塩管理運転を試行しました。

(3) 幹線管渠施設の管理

幹線管渠施設の埋設道路及びその周辺の状況を調査し、路面の陥没

や損傷の有無を確認し、幹線管渠施設に異常のないことを確認しました。

(4) 水処理設備及び電機設備の保守点検業務

保守点検計画表に基づき、専門業者に委託し水処理設備、電機設備、

幹線流量計等の精密な保守点業務を適切に実施しました。

(5) 放流先公共用水域調査

放流水が公共用水域に与える水質影響等を把握するため、周辺海域

の水質調査を行うとともに、環境生物調査を実施し、公共用水域への

影響がないことを確認しました。
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(6) 自主事業

ア 浄化センター見学会の開催

延べ１３回（うち小学校５校）、

参加人数３０６名（うち小学生２５３名）

イ 「下水道の日（９月１０日）」普及啓発街頭キャンペーン

徳島市内及び松茂町内の大型ショッピングセンターにおいて、街

頭キャンペーンを行い、下水道の普及啓発に努めました。

ウ パネル展の開催

北島町役場、松茂町役場、県庁県民ホール、県立総合教育センター、

県立２１世紀館において、延べ７回パネル展を開催しました。

エ 標語コンクールの実施

小学校の部２６３点、中学校の部３９９点の応募があり、それぞ

れ最優秀賞１点、優秀賞３点、佳作１０点を審査会において選定し、

徳島県知事から表彰を行いました。

オ 処理水の利用

浄化センター玄関において、処理水による魚類の飼育展示を行って

います。

カ 下水道施設の維持管理における県内企業及び技術者の育成

地域への貢献として、下水道施設の維持管理における県内企業の

育成を図るため、水質管理業務を県内専門業者に委託しています。

また、下水道技術者の育成と技術力の向上のため、県内建設業者、

コンサルタント、県・市町職員等を対象に、令和４年８月２６日、

徳島県建設センターにおいて下水道技術研修会を開催し、各関係機

関より３１名が参加しました。

６ 技術者人材クラスター事業

(1) 職業紹介

平成２７年１月から「無料職業紹介所」を開設し、技術専門職が不

足している市町村等へ、県退職技術者等の就業をあっせんすることに

より、市町村等の人材確保を支援しました。

(2) 技術支援ニーズの把握

市町村等へのヒアリングにより、橋梁点検や監督補助の受託等の各

種支援事業の実施に繋げるなど、きめ細やかなニーズの把握に努め、

技術支援に取り組みました。
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収益事業

自動販売機売上手数料事業

公園利用者の利便性の向上を図るとともに、売上手数料収入で公益事業

の推進に資するため、公園における便益施設の管理等を行いました。

法人会計

理事会、評議員会の開催をはじめ、センターの管理運営に必要な事務事業

を行いました。

Ⅲ 事業報告書の附属明細書

令和４年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

施行規則」第３４条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足す

る重要な事項」は存在しない。

Ⅳ 業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

１ 理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制の運用状況

理事会は、法令・定款及び理事会運営規則に従い、重要事項を決定する

とともに、理事の職務の執行を監督した。

２ 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

理事の職務の執行は、法令及び定款等に基づいて行われ、その職務執行

に係る情報は、法令等に基づき理事会議事録に記載され、その記録の保存

・保管は、法令等に基づき適切に保管及び管理している。

３ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

内部の統制については、重要な不備がないかを確認している。


